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はじめに

本稿は，自衛隊の災害派遣活動を素材として，戦後日本の紡衛行政を理解する

ための祝産を検討するものである。

戦後日本の平和主義憲法のもとにある防衛庁(現訪衛省)・自衛隊という明ら

かな武力組織には，その存在をどのようにして理解するかという問題関心が付き

まとう O すなわち，刊誌力の不保持jを謡った日本国憲法第 9条に拘束されなが

ら，軍事を可るそうした組織・集団がいかにして可能となるのか，これまでにこ

のような観点から，防衛庁・自衛隊の成立過程ゃあり方を，内政や外交，軍事な

どと関連づけながら明らかにする研究が少なからず蓄積されてきたへその底流

には，戦後の防衛行政の始動に苔相として関わった吉田茂(2)の言葉 f戦力に至ら

ざる軍隊J3lに象徴されるように，防衛庁・自衛隊とは矛属した不安定な存在で

あり，またそれゆえに，その存在そのものが政治的論点・争点になりうるもので

あるとみる見方がある。この点において，戦後日本の防衛行政は，平和主義慾法

を枠組みとする国家体制のなかに，必ずしも整合的とは言い難い武力組織・武装

集団を，正当化しつつ組み込んでいくための施策そして行為群という意味合いを

もっ。

この[戦力に至らざる軍隊」としての紡衛Ff・自衛隊は，戦前の軍事組織，す

なわち明治憲法によって一般国務からの統帥権独立が規定されていたi日B本軍と

は明らかに違って，その全体が内閣の統轄のもとに霞かれるまったくの行政組織

である。その具体的任務や組織編成等は， rI坊指庁設置法Jr自衛隊法jいわゆる

防衛二法によって規定されており，そこでは，防衛庁の長である防衛庁長官は文

民である国務大認をもって充てること(訪衛庁設置法第 3条)，そして実力行使

主体である自衛隊の最高指準監督権は，内閣を代表して内閣総理大臣が有するこ

とが，それぞれ定められている(自衛隊法第 7針。訪衛力一一すなわち軍事力

を取り扱う防衛庁・自衛隊は，いくら戦力に至らないとはいっても，まぎれもな

く武力組織であり戦闘能力を備えた集団である。それゆえ，戦前の箪部独走の教

訓をふまえて，戦後の妨衛)T・自衛隊は，このような文民が最高指揮権をもっシ

ピリアン・コントロールの下に置かれることとなった。しかもそれは，防衛庁・
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自衛隊がもっ軍事的要素をできるだけ使わないように仕向ける，ネガテイブ・コ

ントロールである[佐道 2006: 10] 0 

このように防衛庁・自衛隊については，やはりその軍事的要素が論点として際

立つ。ただしこの稿では，武力や戦闘といった要素には必ずしも直接的には結び

つかない，自衛隊の災害派遣活動に注目する O 災害に!墜し人命または財産の保護

を呂的として行われるその活動は，戦協力や兵器を絶対に必要とするような任務

ではない。だが，それは確かに法的根拠のある自衛隊の行動で、あり(自衛隊法第

83条)，そして自衛隊の行動である以上は防衛庁の所掌事務である(紡衛庁設置

法第 4条)。平和主義憲法下における防衛庁・自衛隊の存在を理解するには，む

しろこうした軍事や武装とは距離のある所掌事務・任務からながめることも，有

効かつ必要になるのではないか。本稿はこのような問題意識にもとづいている。

自衛隊による災害派遣

自衛隊の災害派遣活動は，現行の法解釈によると，次のように位置づけられる

ものである。まず，自衛隊の任務および編成を規定する「自衛隊法j中，次に挙

げる第 3条(自衛隊の任務)は，実力組織である自衛隊の存立目的にかかわる規

定であることから，自衛隊の本来住務と称されている[田村ほか 2006: 71-72] 0 

第3条(自衛隊の任務) 自衛隊は，我が自の平和と独立を守り，国の安全を

保つため，直接侵略及び間接侵略に対し我が毘を防衛することを主たる任務と

し，必要に応じ，公共の秩序の維持に当たるものとする。

この本来任務はさらに分解され，第 3条前半部で定められている「我が国を防

衛することjは，国家機関のなかでも唯一自衛隊のみが果たし得る任務であるこ

とから f主たる任務J，一方，後半の f公共の秩序の維持に当たる」ことは，第

一義的には紡衛庁・自衛隊ではなく警察機関の任務であるため「従たる任務」と

呼ばれる O

この第 3条'1::]には，災害派遣についての藍接的な文言による規定はみられない。

災害派遣活動の直接の法的根拠は，自衛隊法第 6章(自衛隊の行動)の第83条(災

害派遣)にある O このことについて現行の解釈では，災害派遣は第 3条に明記さ

れていなくても，そこで規定されている f公共の秩序の維持jのための活動の一

環であり[同前:110]， したがって自衛隊の本来鉦務のうち「従たる任務jに当

たる活動であるとみなされている。

この災害派遣活動を，活動実績という点からみると，その実施件数は，自衛隊

創設初期には年間100件前後であったものが， 1970年代以降の数値をみると，陸

上・海上・航空自衛隊すべてを合わせて，概ね各年度600件から800件超に達して

いるは)。自衛隊は，その発足から現在にいたるまで， r主たる」本来任務すなわ

ち直接・関接侵略に対する防衛に備えつつも，実際にはそれを遂行する事態には

遭遇しないという状況が続いてきた。そうしたなかで，上記のような実施件数を

84 



こなしてきた災害派遣は，演習や説練にとどまらない，自に見えるかたちでの確

かな活動業績であったとみることができるだろう。 70年代初頭には，現職の防衛

庁長官が f自衛隊というものは鎚設以来，防衛出動は一度もやっていないし，治

安出動も行っていない。行われたのは災害派遣だけですJ(SIと明言している O

ただし，このように，自衛隊の主な活動実畿であり続けてきた災害派遣をその

本来任務としてみる見方は，はじめから統一的に成立していたのではない。確か

に災害派遣は， I坊衛庁・自衛隊が行政官庁として直接に，愚民生活に直結した事

柄を扱う，ひとつの実行的活動であるといえる。しかしながら，天災地変に際し

て人命救助や復旧作業にあたるという活動が，そもそも屈の防衛を第一義的な日

的として創設された自衛隊の本来任務といえるのかどうか，過去にはこの点が争

われた経緯がある。それが顕著にみられる事例として，以下では1959(昭和34)

年に実施されたf伊勢湾台風災害派遣jを取り上げる。防衛庁・自衛隊創設以来，

最大規模の災害派遣となったこの活動をめぐっては，当時の盟会において活発な

論戦が繰り広げられ，そこでは，自衛隊の災害派遣活動だけではなく，自衛隊の

あり方そのものにかんする議論が展開された。

伊勢湾会嵐災害派遣 (1959)

1959 (昭和34)年の台風15号「伊勢湾台風jは，同年 9月26日から翌日にかけ

て東海地方に接近・上陸し，愛知・三重・岐阜 3県を中心に甚大な被害をもたら

した。この 3県だけで，死者行方不明者4，802人，家屋の全半壊流出が128，289戸，

ほとんどが水害によるものであった[第十混j玄関本部編 1960J。なお，この伊勢

湾台風による死者行方不明者の総数5，098人[消防庁編 2009Jは，告然災害によ

る人的被害としては，阪神・淡路大援災(1995)の6，437人{同前]に次ぐij没後

2番目の規模となる O

自衛隊の災害派遣活動の概要は次のとおりである O まず，何年 9月2613に愛知]. 

三重・岐阜各県知事の要請により即臼派遣実施， 10月1日には陸上幕紫副長を本

部長とする「自衛隊中部地区災害派遣対策本部jが設置された。その後，全国か

ら陸上・海上・航空各自衛隊に属する約100の単位部隊が参集し，堤j坊・道路・

橋の復旧，被災者の救出，遺体収容，そして人員と物資の輸送などの作業に従事

した [1自衛隊十年史J編集委員会編 1961: 358-359J。派遣期間はi可年12月10B

までの約 2か月半，派遣規模は延べにして，人員約66万5，000人，車両約10万両，

舟艇約8，400隻，航空機約800機であった[防衛庁編 2005: 110J。ちなみにそれ

以前の，つまり防衛庁・自痛隊の発足(昭和29年度)から伊勢湾台風前年 (33年

度)までの災害派遣人員は，すべて合わせても延べ約38万4千人である[前掲「自

衛球十年史j編集委員会編:356J。

当時の防衛庁・自衛隊に，こうした大規模な人員および装備を集中運用するた

めの派遣計画が，はじめからあったわけではない。当初は既存の計画，すなわち
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現地の部隊を被災地に派遣するという計画にもとづいて，経上自衛隊の中部方面

隊第十混成田のみが投入されていた。しかし，指揮官による視察の結果，現地部

隊だけでは不十分と判断され，そうして改めて管区外から部隊が召集されて，そ

れらが断続的に投入されたのである O 人員や物資が足りないというだけではなか

った。当時の防衛庁・自衛隊内部にあっては， Iああいうような災害の場合にお

いて，一体，自符隊に何を要請せられるか，またわれわれが何をすべきかという

ことについては，災害が大きいだけに，また行政機関も混乱をきたしているだけ

に，なかなか早急に結論が出てまいりませんJωという状況であったという O こ

のように伊勢湾台風災害派遣という住務の遂行は，かつてないほど大量の人員お

よび装備が動員されたというだけではなく，関係者たちが手探りの状態で進めざ

るを得ない未知の事態 f大規模災害」への対応であったという点でも，防衛庁・

自衛践にとっては「創設以来初めてのことJ[前掲 f自衛掠十年史J編集委員会

編:359J として位置づけられる経験であった。

箆会での論戦

自衛隊による伊勢湾台風災害派遣の活動は，間年召集の第32臨時国会および第

33臨時盟会において，何度も取り上げられる論点となった。

ここで，当時の防衛行政をめぐる主な動きを， トピックスを列挙するかたちで

大づかみにふまえておきたい。ここでの f主な動き」とは，言ってみれば， I日

米安全保瞭条約J(1951) の改定に向けたプロセスである。 1957 (昭和32)年，

従来から自主外交・自主防衛そして憲法改正を唱えてきた岸信介が苔相に就任，

同年， I国防の基本方針」および「防衛力整備目標J(第一次)が関議決定される O

これらは， EI米安保中心主義を基調とした上で， B本の防衛力漸増を企図したも

のである。翌日(昭和33)年には，いわゆる藤111・ダレス会談において安保改定

の合意が取り付けられ，同年より安保改定自米会談が始まる。

こうした時代状況のなか，国会での自衛隊災害派遣をめぐる論戦の主体となっ

たのは，一方に岸首相および赤城宗徳・防衛庁長官という当時の防衛行政トップ，

それに対するのは， 1955 (昭和30)年に左右両派統一を果たし憲法改正反対・非

武装中立という姿勢が多数派を占めるに至った日本社会党の所属議員たちであ

るO その具体的な争点は，災害派遣を自衛隊の本来任務とするか否か，すなわち

自衛隊法を改正して災害派遣を同法第 3条に明記するかどうかという点であっ

た。

論戦の進行をみると，それはほぼパターン化しており，たいてい次のようなプ

ロセスをたどる。双方ともに伊勢湾台風災害派遣の活動成果を好意的に評価しつ

つ，一方の再軍備反対の立場にたつ呂本社会党の議員たちが，災害派遣こそ自衛

隊の本来任務に据えるべきであると主張する。それに対し，岸首相と赤城長官は，

自衛隊の本来任務は「我が国の紡備jであって災害救助ではないと反駁する。そ
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の上で災害派遣については，現行の規定と編成を運用することで十分遂行が可能

であるとして，自衛隊法第 3条に手を加えることを拒否するのである。以下，長

くなるが具体的な例を二つ挙げる。

・第33臨時盟会参議院本会議 (1959年10月訪日)

〔成瀬l播治(日本社会党)JI災害地救援の岳禽隊員は，その献身的な働きが!感

謝されております。感謝された自衛隊は カービン銃で武装された自衛勝では

なく，シャベルをかついだ自衛掠員であり，土のうをかついだ自衛隊員である

ことを銘記すべきであります。また，今回の死傷者が戦時における大空襲の被

害をこえていることを思えば，わが党が主張して参りました防災活動，国土建

設を自衛隊の主任務とすることに改編することは，今日，国民的常識と言うべ

きでしょう。自衛隊の装備，訓練を，妨災，建設などに切りかえるべきであり

ます。苦相，赤城長官の御答弁を伺います口[以下略JJ
(岸信介(国務大臣)JI自衛隊を改組したらどうだという質問でございます。

自衛隊の任務は自衛隊法にはっきりしておりまして，私どもは，自衛隊の本質

は，やはり E本の国土の平和と安全を守るために産接間接の侵略に対してこれ

を防ぐということにあることは言うを待たないと思います。ただこういう災害

に際して人命や財産を保護するために出動できることは自衛勝法に十分規定が

ありますし，また建設工事等につきましでも行動できるようになっております。

これらを十分に活用するならば，こういう際に十分に対応できる，こういう考

えでおります。j

〔赤城宗徳(国務大臣)Jr災害活動に重点を撞いて，自衛隊の主任務を災害活

動あるいは国土建設隊にしたらどうか，こういう御意見でありますが，これは

総理から御答弁申し上げましたように，自衛隊の任務といたしましては，やは

り思土，民族の平和と安全のために設けられておるのであります。ただ，自衛

隊法あるいは紡衛庁設置法にもありますように，災害のためにも出動すること

になっておりまするし，また，現にこの方面に十分力をいたしたい，こういう

ことで，訓練あるいは装備，あるいはまた建設隊あるいは施設株の増強，こう

いうことも考えて，十分災害に役立つようにいたしたいと思います。[以下1It告JJ
-第33臨時冨会衆議院予算委員会 (1959年11月5日)

(楯兼次郎(日本社会党)Jr今次の大災害で自衛隊の諸君が大活躍をいたしま

した。しかしこれは，社会党が従来から唱えておりますように，自衛抹を国土

建設隊に改編をせよ，これは社会党の従来からの持論です。関係閣僚は自衛隊

の活動を非常に高揚されておりますが，現地の催災者が自衛隊に感謝をいたし

ておるのは，社会党が言っておりますいわゆる国土建設隊の姿に対して感謝を

しておるんだ，こういうふうにわれわれは考えておるわけです。〔以下略日

(J惇信介(国務大臣)JIしばしば同様の御質問にお答えを申しておりますよう

に，私は自衛隊そのものの本質は，やはり自衛隊法に書いてあるように，直接

間接の侵略に対して国土を守っていくというところにある。しかし問時に，天
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災地変等に際しまして人命の救助であるとかあるいはいろいろな復旧に対・して

出動ができることになっております。十分そういう点につきましての出動を時

宜に適するように行なって目的を達していくということが適当である，かよう

に考えておりますから，自衛隊全体を国土建設隊とかいうふうなものに改編す

るということは適当でないと思います。」

〔楯兼次郎Jrわれわれは自衛隊の三条の主任務に，災害の出動を加えよ，こ

ういうことを主張しております。なるほど災害にも派遣をするという項目があ

りますけれども主任務に自衛隊の災害出動ということを加えるということは，

心がまえとそれからこれに対する整備というものが違ってくると思うのです。

[以下略目

岸首相と赤城長官は，自衛隊の災害派遣にかんして，自衛縁法の改正に触れる

ものではない索開に対しでも，上記とほぼ同じ内容の答弁を繰り返している。結

果としてこの論戦は，実際の自衛隊法の改正には結び、つかなかった。ここで防衛

行政トップが示した主張は，ひとまず次のように整理することができるだろう。

自衛隊の本来任務は防衛出動であるからそこに災害派遣は含められない，こうし

た論理の前提となっているのは，防衛出動と災害派遣とを両立できないこ項対立

的な関係にあるものとみる見方である O ひるがえって先に示したように，現在の

法解釈によれば，災害派遣は，自衛隊法第 3条規定の本来任務に含まれる活動と

みなされている。つまり岸苦相と赤城長官の主張の根底にある紡衛出動と災害派

遣との対立関係は，必ずしも絶対的でも回定的でもない。それでは当時，自衛i滋

の本来任務という次元でこの二つが一一「カービン銃で武装された自衛隊」と

「シャベルをかついだ告衛隊Jとが両立しなかった背景，災害派遣活動が好意的

に評価されながらどうしても「カービン銃で武装された自衛隊Jに絞られなけれ

ばならなかった事情，それはどのようなものか。考えられる 3点を，次に挙げる O

fカービン銃で武装された自衛嫁jへ向かう力学

(1)東西冷戦

ひとつは，東西冷戦とよばれる国際情勢である O 米ソを両軸とするこの世界的

な対峠構造は，この時期の日本の防衛論争にはそれほど直接的には影響していな

かったという指摘があるが{ヘそのなかで紡衛行政関係者たちは，冷戦をどのよ

うに意識していたのか(九たとえば， 50年代末からの「ベルリン危機」による東

西緊張の高まりにかんして，当時のi坊衛庁長官の次のような談話がある。伊勢湾

台風災害派遣から 2年後の発言であるため，参考程度であるが提示する。

fもちろん世界中の人，ことに米ソの両陣営が狂人にならない限り，核兵器を

投げ合うような全面戦争というものは起り得ないと思いますが，それだけ緊張

しておりますから，そういうことを背景にして世界のいたるところで局地的な

紛争が起りかねないということは考えていかなければならない。ことに極東の

88 



場合，韓国あるいは東南アジアというものにアメリカ側がどういう体制をとる

かというようなことはつねに注意深くみながら， 呂本の立場としてはどこまで

も平和揮に両陣営の話し合いが進むことを強く望み，また推進してしEかなけれ

ばいけないのではないかと思うのです。それでそういう根本的態度の上に立っ

てやはり日本の防衛というものを考えていかなければならないのではないかと

思いますねoJ(9) 

1950年代半ば以降の日本では，社会党の左右前派統ーや安保改定論議の盛り上

がりを背景として，非武装中立支持の態度が，大衆レベルでも知識人レベルでも，

そして党の活動家レベルでも広範に広がっていたことが指摘されている[大獄

1988→2005 : 254J。しかしながら上に挙げた談話から考えられることは，そうし

た国内情勢にあっても軍事を司る防衛行政関係者たちは，日米の協力体制の背後

にある「局地的な紛争jの可能性をはらんだ世界的な緊張状態を，多少とも意識

する，あるいはせざるをえない立場にあったのではないかということである O こ

のように考えると，国際情勢をにらんだ軍事的な危機意識が，防衛行政サイドが

ひたすら「カーピン銃で武装された自衛隊J~こ固執する，ひとつの動機になった
と推察される。

(2) 55年体制

二つめは，いわゆる f55年体制」と称される国内の政治体制である O 先にみた

ように，回会での論戦のなかで，岸首相や赤城長官に対して[シャベルをかつい

だ自衛隊jを主張し強く追ったのは， 日本社会党所属の議員たちであった。双方

の主張は明らかに対立していたのだが，実際には，論戦の中に何者の妥協点が成

立する可能性がなかったわけではない。その妥協点とは，自衛隊法第 3条には手

を加えないが，災害派遣を第 3条の規定に含まれる任務としてみなすという，い

わば現在のやり方で自衛隊法を再解釈するものである。たとえば， Iヨ本社会党の

側には次のような発言がみられる O

〔受回新吉(自本社会党)Jf自衛隊の任務の一つ，つまり有事の意味を，単に

急追不正の侵略を外敵と考えるだけでなくて，敵にはやはり災害という敵もあ

るのですから，具体的な敵でなく，この天変地異を克瓶する意味からも長官は

陣頭指揮をやってもらいたいものです。J(第33臨時国会衆議院内閣委員会:

1959年11月13日)

一方，防衛行政トップの側にも，災害派遣を自衛隊の本来任務として解釈する

ことを受け容れるような発言があった。具体的には，自衛i諒法第 3条中の「必要

に応じ，公共の秩序の維持に当たるJには災害の場合も含まれるのかという質問(]OJ

に対する，赤城長官の「もちろん含んでおると患います」という答弁である(第

33臨時盟会参議院予算委員会:1959年11月18日)。

それにもかかわらず，この論戦で折り合いがつくことはなかった。双方の妥協

点が見えながらも，防衛行政トップは一一日本社会党議員の側も同様であるが，
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もっぱらみずからの主張を繰り返し譲らなかったのである。この点について，そ

もそもこの論戦が国会を舞台として行なわれたものであること，そして岸信介と

赤城宗諮がともに自由民主党所属の議員であることなどを想起すると，次のこと

が考えられる。すなわち， 1カービン銃で武装された自衛隊jと「シャベルをか

ついだ自衛隊jとの対立図式は，一部では，自由民主党と E本社会党の二大政党

が君臨するお5年体制jの構図を反映しているのではないか。つまり自由民主党

所属の岸首相および赤城長官は， 1シャベルをかついだ自衛隊JがE本社会党の

主張であるからこそ受け付けなかったのではないか。そのように考えると， 1カ

ービン銃で武装された自衛隊jに向かう力学として，こうした圏内政治体制の影

響も挙げることができる O

(3)脊広組 vs制服組一一防衛庁・自衛勝内部の覇権争い

三つめは， I坊衛庁・自衛隊内部を二分する権力闘争の構図である。紡衛庁・自

衛隊においては，警察予備隊の創設を要請するマッカーサー書簡(1950)以来の，

F句周(I!)官僚ら f背広級jと自衛官ら「制服組」との主導権争いがあり(}へそれは

防衛行政の方針そのものを左右するほどの影響力を持つものであったことが明ら

かにされている[佐道 2003J。あくまでも日米安保中心主義にもとづき日本の防

衛は米軍の存在によって保障されると考える，つまり自衛隊の能力をほとんど期

待していない「背広組Jに対し， 1制服組Jは臼本の主体的な防衛構想そして自

衛隊による自主防衛を志向していた。

このような対立構造のなかでの，当時の防衛庁の長，赤城宗徳防俺庁長官の立

ち位置には， IffJIJHa組jに近いと思われる節がいくつかある。たとえば，その「災

害派遣」観である。赤城長官は，伊勢湾台風災害派遣を特集する雑誌取材に対し

て， 1五千名からの人命を失い，J}cびたしの状態がつづいているので，秋季の演

習も兼ねられるから，全国の部隊を動員して思いきって災害救助にあたらせたい。

こういう考えから，動員を大きくかけたものです。J[1この人と一問一答Jr菌防』
1959年11月号]と述べている。このように災害派遣を，それ以外の別の活動一

一おそらくは防衛出動のための f演習jと称して語るその姿勢は，たとえば赤

城長官の後任で，国民に f愛される自衛隊jを志向し， 1国土をよくするjこと

は「国を守るJことと間様，自衛隊の重要な任務であると言い切った江崎真澄長

官とは，きわめて明らかな対照をなしている凶。

また赤城長官は，戦後日本の防衛行政の歴史の中に，いわゆる「赤城構想jに

よって名前を残した人物でもあるo 1赤城構想jとは，防衛力整備にかかる1961

年度からの長期計画案であったが，それは，妨衛庁・自衛隊内部における背広組

と制服組との衝突を顕在化させるひとつの契機となった。つまり先行研究による

と，赤城長官の名を冠したその計画案の内容は，自主防衛論という制服組の意見

を大幅に取り入れたものであった[佐道 2003，中島 2006Jo1赤城構想lJがまと

まったときには，制服組から拍手をもって迎えられたというエピソードもある[佐
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道 2003: 94] 0 そうして，それゆえに[赤城構想jは防衛局を中心とした内局官

僚ら f身内の反乱jを誘発することとなり，結果として背広組の反対運動によっ

て白紙還元に追い込まれるに至ったのである例。

これらのことからは，ひとまず赤城長官の真意がどこにあったのかは加にして

も，そのポジションは，どちらかといえば制服組に近いものであったということ

ができる。別の言い方をすると，その姿勢や言動は，アメリカ頼みの肪衛などで

はなく，日本独自の防衛力を追求し，そのためにあくまで「カービン銃で武装さ

れた自衛隊」を志向する立場の意見を，多少なりとも反映した部分があるものと

してみること治宝できるのである。

fシャベ、jしをかついだ自衛隊jの位蓋づけ

以上のように，当時のi坊能行政トップが示した， Iカービン銃で武装された自

衛隊jに絞られる自衛隊像へのこだわりは，ひとつではなく複数の次元の政治的

状況，すなわち国際政治，国内政治，そして防衛庁・自禽隊内部の政治に，それ

ぞれ影響されて表明されたものであるとみることができる O その上で，伊勢i湾台

風災害派遣がもっ意味を整理すると，次のようになる。

前述のようにこの時期は，国内では非武装中立支持の気運が広い範簡で高まっ

てきており，自禽隊に対する態震も， 1政治家も，ほかの役所の役人も，国民も

みんな自衛隊にはソッポ向いている。自衛隊の悪口さえいっていれば，大体選挙

などは拍手喝采。jというものであったという ω。このように風当たりが強いな

かで実施された伊勢湾台風災害派遣は，少なくとも防衛行政関係者たちの認識で

は，一般に高く評価された活動であり，言わばそれによって「自指践はだいぶ株

を上げたJ()6)と感じられるものであった。ここで登場した「シャベルをかついだ

自衛隊」というあり方は，軍事的要素をほとんど使わないという点で，当時の再

箪備反対という気通に逆らわない姿であるし，何よりも平和主義憲法という枠組

に適合的である O つまり伊勢湾台風災害派遣とは，この当時にあっては再箪舗や

軍国主義の復活と結び付けられがちな「カーピン銃で武装された自衛隊Jではな

い，自衛隊の加のあり方を広く提示する好機，言ってみれば訪衛庁・自衛隊の箪

事的要素を多少なりとも相対化する糸口になり得る経験であったのである O

しかしながらこのときの防衛行政トップは，災害派遣活動の意義を認めながら

も，それを自衛隊の本来任務とは認めず，副次的な任務にとどめた。そこには，

仁で見てきたように，災害派遣に従事する自衛隊を称賛するような流れとは別の，

fカービン銃で武装された自衛隊Jを志向する力学がより強く働いていたと考え

られる。このような防衛出動が主で、災害派遣が従という図式は，当時の国内'情勢

を参照しながら言いかえれば，白眼視される f自衛隊」が主で，称賛される f自
衛縁jが従ということである O そしてこの図式では， Iシャベルをかついだ自衛

隊jという姿はパラドキシカルな存在である O なぜなら，伊勢湾台風災害派遣は
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確かに，自衛隊が，由民生活に対して直接に貢献し得ることを示すような「株を

上げたj活動ではあったが， しかしそれは自衛隊の主たる任務ではない。災害派

遣という本来任務ではない活動を通して自衛隊の存在が知られ，そして受容され

ていく，そのことを具現化するのが「シャベルをかついだ自衛隊」なのである O

災害派遣活動に従事する姿は自衛隊の本来の姿ではないという見方自体は， I坊

鮪IT・自衛隊においてこのとき初めて表面化したというものではないII九また前

節でみたように，岸首相と赤城長官による今回の表明にしても，さまざまな事情

の影響を受けたものであって，それゆえに流動的とみるのが妥当である。しかし，

こと肪衛政策にかんして与野党関に懸備がある戦後日本においては，国会審議が

防衛政策のあり方に，少なからず影響することが指摘されている〔蔵瀬1989: 43 

-49Jo 実 1~1i~，伊勢湾台風災害派遣以後になると，以下にみるように，訪衛行政関

係者たちが自備隊のあり方を語る上で，災害派遣は外せない要素となっていく O

そうして，自衛隊について語ろうとすれば，本来任務であるが一般に受けが良く

ない防衛出動と，本来任務ではないにもかかわらず広く認められつつある災害派

遣とを，自衛隊というひとつの存在のなかに併存させるという難関が，必ず伴わ

れるのである。次に挙げる談話は，こうした状況に置かれた関係者たちの苦慮を

表わしている。

「私もその点一一溜民の理解をえずして何の自衛隊ぞやーといわれると，

まさにそのとおりなんです。しかし臣民のいわゆるご機嫌取りばかりやって

いると，姿勢が低くなり過ぎて，自分が意気地がなくなる。根性が卑しくなる

ということもときどきありえますね。そうかといって，われひとり意気軒昂に

なったところで国民から浮いてしまっては役にも立ちますまいし，結局はその

本質の理解とそれの程度の問題でしょうが一一。JIω

その他にも，後年の関係者のなかには， rなんら努力もせずに(自衛隊を 引

用者註)そのまま日蔭者にしておいて，そして三宅島に地震が出たから，それ自

指艦がいけ，ヘリコプターが飛べと tlo[略]土方人足のようなことをやるとい

うような時だけチヤホヤしてね。そういう場合を除けば日蔭者にするのでは，こ

れは長く持ちませんよ。J1
19Je述べる者がある O また一方で、，災害派遣も自衛隊の

重要な任務であると述べるにあたって， r (自衛隊の災害派遣には一引用者註)こ

れにはなんだ，本来の任務でもないことに点数取りをやっているじゃないか，と

いうご批判があるわけだけれども」ωと但し書きをつける者もある。

こうして，結局のところ「シャベルをかついだ告衛隊」は，防衛庁・自衛i掠の

軍事的要素を棺対化し，その存在に平和主義憲法との整合性を付与するものとは

ならなかった。むしろそれは，自衛隊のパラドックスを具現する姿として位置づ

けられたのである。すなわち，副次的任務である活動に依りながらその存在が定

着していく自衛隊一一いやむしろ，本来任務ではない活動を通じてしかその存

在が認められない自衛隊。上に挙げた談話からは，こうした逆説的な認識枠組が，

防衛行政関係者たちの自衛隊観のベースとなっていることが読み取られる。そし
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てそれは，おそらく冷戦後の一定の時期までは{ペ少なからぬ影響力を持ち続け

たものと推察される。このように，防衛行故関係者たちの関に，自衛隊について

のパラドキシカルな認識枠組を表出させ，それをある程度支配的なものとしたこ

と，それが伊勢湾台嵐災害派遣という経験がもっ意味であったと考えられる O

おわりに一一今後の展望

以上のことから，戦後日本における防衛庁・自衛隊という存在を理解する上で，

災害派遣活動をどのように位置づけるか，防衛行政におけるその取り扱いがひと

つの視鹿になり得ると考えられる。ここでは伊勢湾台風災害派遣という，自衛j誌

の災害派遣史のなかのーコマに焦点を合わせたにすぎない。今後は，その前後も

含めた自衛隊災害派遣活動の変遷を追い，たとえば日航機墜落事故に伴う災害派

遣 (985)，I坂手111・淡路大震災に伴う災害派遣 (1995)，そして地下鉄サリン事件

に伴う災害派遣(1995) など，広く知られた活動に着目しながら，防衛行政にお

けるその扱われ方をみていくことが有効になると忠われる。

そしてまた，先にみたように，現行の自衛隊法解釈によれば，災害派遣は自衛

隊の本来任務のうち「従たる任務Jに当る。「従たる任務」とは，第一義的には

自衛隊以外の他の行政機関が担う任務であるということである。つまり原則とし

て，災害派遣に際して防衛庁・自衛隊は，他の行政機関と連携することになるの

である O 災害派遣活動に伴うそうした連携のありように注目して，省庁11司の有機

的関連のなかに防衛庁・自衛隊を位誼づけて考えることも，その存在を理解する

上では必要となる。

註

(1) たとえば，大緩む988→ 2005J，佐道 [2003J，中島 [2006J など。

(2) 保安庁・保安隊時代には「保安庁長官事務取扱Jを兼任(在任期間1952年8

月1日~向年10月30日)。

(3) 第17臨時国会衆議院予算委員会 0953年11月3日)での答弁。

(4 ) 自衛隊の災害派遣実績

表.防衛庁・自衛隊創設初期の災害派遣の状況
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93 



1，000 

800 

600 

400 

200 

O 

留.災害派遣の実績(過去35年分)

税務 争 争 φ 4ト φ キトや
改f下i会 依 J1去 後 J記長 ぜ;:;¥1 ，1食欲ヘ、へ-0:>¥:;)' - q，~' - O:J¥)' - '?>~ぷ3 命。

へy ~~ 

路件数

rlヨ本の防衛(防衛白書)j [防衛庁編]各年度版より作成
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(7) 大獄 [1988→ 2005J は，とくに1950年代半ばからの臼本社会党を中心、とした

再軍備反対・非武装中立の気運の高まりについて，そこでは「冷戦はもっぱら

国内的対立の文脈に読み替えられ，再軍備も国内的反動の一環として受け取ら

れる傾向が強かった」と説明し，その点で，当時ベルリンをめぐって東西冷戦

の最前総に立たされた西ドイツとは対照的であると述べている。〔大獄 1988→

2005 : 254J 

(8) 1950年代後半は，いわゆる冷戦の f雪どけ」期にあたるが，これに関連して

岸首相は，当時次のような認識を示している。

「これ(フルシチヨブのアメリカ訪問(1959J一引用者註)によって直ちに

雪解けとなり，各国が従来の関係，すべての軍縮その他のものを一挙にして解

決するというような'情勢では決してないのであります。J(第33倍臨時盟会衆議

続本会議:1959年10月28日)

(9 ) 藤枝泉介・防衛庁長官の談話。 [rこの人と一問一答Jr趨防j1961年10月号]

附創価学会系無所属・原島宏治の質問。

(11) 長官官房，紡衛局，教育局，人事局，経理局，装備局 (1954年 8月初日現在)。

[r自衛隊十年史j編集委員会編 1961: 78J 

収) すでに多くの先行研究によって言及されているように，防衛庁・自衛隊の前

身にあたる警察予備隊の創設時から，その主要ポストを占め指導権を握ってい

たのは， IB 内務省の警察系官僚であった。これら!日警察官僚は，その当初から，

再軍備に積極的に関与しようとする!日軍出身者を排除する方針でおり，それら

!日箪人たちの影響が及ばないよう，配E震を徹底していたという。[佐道 2006: 

25-26J 
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同 f災害出動や民生協力にも一層努力したい。留を守るということと，この日

本の国土をよくすることも新しい自衛隊の重要な任務であると考えます。〔略]

観関式の威風堂々も結構だが，これからはもっともっと国民の中へとけこんで

ゆく努力をしたい。即ち愛される自衛隊への努力です。J(傍点，原文のまま)

[fこの人と一問一答J 趨防J1960年10丹号]

(14) f赤城構想、」白紙撤回の後は，防衛局が主体となり， B米安保中心主義を基

本枠組にするという「防衛力整備目標J(一次妨) (1958~60年度)の路線に沿

った「第 2次紡構力整備計画J(二次防)が作成された。この背広組の手によ

る二次防は， 1961 (昭和36)年に臨議決定される。

(15) 産経新聞政治部・松平吉弘の発言。鹿談会〉三十四年度 自衛隊の問題

点Jr圏i坊J1959年2月号]

(16) 赤域防衛庁長官に対する読売新開政治部・堂場肇の発言。 [fこの人と一間一

答Jfl調It}jJ 1959年11月号]

住7) たとえば，妨備JT担当記者らの座談会では，伊勢湾台風前年に実施された全

日空機遭難の捜蒙や台風22号災害派遣に関連して，次のような発言がある ofそ

ういう民生協力をやると，やっぱり自衛隊とはそんなことしか出来ないのかと

いうような声が部内から出て来る。 [1略]部隊によっては，部隊長によって，

道路に橋を造るばかりが自衛隊じゃない。戦争の訓練の方が大事だという意識

が強いところがあるんです。オレたちは兵隊で土方じゃないんだということを

公言しているoJ[読売新聞政治部・堂場墜の発言。前掲 f<座談会〉三十四年

度 自衛隊の問題点JJ
同 山田正雄控将・陸上幕策部長の談話。 [fコノ人ト一問一答Jrt調紡J1966年

3月号I
(19) 志賀健次郎.r防衛庁長官の談話。 [fコノ人ト一問一答j口調11)]J 1962年10月

号]

側 三輪良雄・防衛庁長官の談話。 Uコノ人ト一問一答Jr闘肪j1965年 2月号]

位1) その画期をなす出来事としては，カンボジア PKO派遣 (1992)，阪神・淡

路大震災に伴う災害派遣(1995) などが考えられる O
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